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　日本国憲法
第九条  ① 日本国民は、正義と
秩序を基調とする国際平和を誠実
に希求し、国権の発動たる戦争と、武力
による威嚇または武力の行使は、国際紛
争を解決する手段としては、永久にこれを
放棄する。
 ② 前項の目的を達するため、 陸海空
軍その他の戦力は、これを保持し
ない。国の交戦権は 、これ

を認めない。

１項　前条の規定は、我国を防
衛するための必要最小限度の実力
組織として自衛隊を設けることを
妨げるものと理解してはならない。
２項　内閣総理大臣は、内閣を代 
表して自衛隊の最高の指揮監督権
を有し、自衛隊はその行動につい
て国会の承認その他の民主的統制
に服する。

「9条に自衛隊を書きこむだけ。何も変わらない」安倍首相は言うけれど・・・
　2016 年 9月 19 日に強行採決された安保法制で「他国に戦争を仕掛ける」自衛
     隊となり「海外で米軍などの戦争に組み込まれる自衛隊」に代わります。
　（断ることは出来ません）。
「殺し殺される自衛隊」に
   災害救助で頑張る自衛隊員を、日本とは関係のない戦場に送って「命の危険」
　にさらしていいのでしょうか。
９条が壊される
　憲法 9条 3項に自衛隊を明記すれば、後に作られた条文の方が上位になると
    いう規定で９条 1項 2項は死文化されます。災害活動はみせかけだけで、戦争
    のための自衛隊になります。
戦争する国にまっしぐら
　最大の論点は、自衛隊が合憲か違憲か、ではありません！
　米軍・外国軍と一緒に世界のどこまでも戦争に行く軍隊にするか否か、です！

安倍首相は９条にこのような条文を
書き加えようとしています。

今の日本国憲法第９条です
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